
調整控除額の計算方法

住民税と所得税の人的控除額の例

次の①、②のいずれか小さい額の5％
①　人的控除額の差の合計額
②　住民税の課税所得額

次の③、④のいずれか大きい額の5％
③　人的控除額の差の合計額－（課税所得額－200万円）
④　5万円

200万円
以下

200万円超
2,500万円
以下

適用なし
2,500万円

超

課税所得
金額

基礎控除

配偶者控除

扶養控除

特定扶養控除

43万円

33万円

22万円

11万円

33万円

45万円

48万円

38万円

26万円

13万円

38万円

63万円

5万円

5万円

4万円

2万円

5万円

18万円

住 民 税 所 得 税 控 除 額 の 差

※合計所得金額2,400万円以下の場合 ※合計所得金額2,400万円以下の場合 ※合計所得金額2,400万円以下の場合

　住民税は、令和6年1月1日～令和6年12月31日の所得に対して、令和7年度に課税されます。
　一般的な計算方法は、次のとおりです。

　　　所得割の税率は、10％（特別区民税6％、都民税4％）です。
　　　住民税の具体的な計算方法については、25頁に示しました。
＊人的調整控除額とは
　　住民税と所得税の人的控除差について（調整控除）
　　住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため、同じ収入

金額でも、住民税の課税所得は所得税よりも多くなっています。このため、平成19年度に実
施された税源移譲により、住民税の税率を5％から10％に引き上げた場合、所得税の税率を
引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになるので、税負担が増えないような調整措
置（調整控除）が住民税に設けられています。
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2　住民税の計算は

各所得の合計額－所得控除額の合計額 ＝課税標準額（Ａ)
課税標準額（Ａ）×税率（10％） ＝住民税算出所得割額（Ｂ)
住民税算出所得割額（Ｂ）－＊人的調整控除額 ＝住民税所得割額（Ｃ）
住民税所得割額（Ｃ）＋住民税均等割額 ＝住民税額（年税額）



◆税金が他の区より高いのでは？

Ｑ：中野区は他の区より住民税が高　
いのではないですか？

Ａ：中野区の住民税が他の区より高いと
　いうことはありません。
　　住民税は、前年の所得に応じて負
担する所得割額と、すべての納税者が
均等に負担する均等割額の合計額で
す。

　　所得割額、均等割額ともに全国共通
（標準税率）です。

Ⅱ　いちばん身近な住民税

　

※「中野区に引っ越して来たら税金が高くなった」とのお問い合せが時々ありますが、こうした場
合は、前々年に比べ前年の所得が増えたケースや、学生だったお子さんが就職して扶養からは
ずれた、医療費がかからなくなったなどにより控除額が少なくなったことによるケースが多いよ
うです。
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所 得 の 種 類 所得金額の算出方法

給 与 所 得

事 業 所 得

利 子 所 得

配 当 所 得

不動産所得

譲 渡 所 得

一 時 所 得

退 職 所 得

山 林 所 得

雑 所 得

給与、賃金など

公債、預貯金などの利子

株式や出資の配当など

地代、家賃など

退職金

事業をしている場合に生じる所得
（営業等所得・農業所得）

土地、建物、株など資産の譲渡による
所得

収入金額－資産の取得価格などの経費－特別控
除額

収入金額－必要経費－特別控除（限度額50万円）

収入金額－必要経費－特別控除（限度額50万円）

生命保険の満期受取金、懸賞当選金

山林を伐採、または立木のまま譲渡し
たことによる所得

公的年金、私的年金、1 から 9 のいず
れにも該当しない所得

給与収入－給与所得控除額（別表 1）

収入金額－必要経費

利子所得の金額

収入金額－負債利子

収入金額－必要経費

（収入金額ー退職所得控除額）×1/2※
※1/2 適用の有無は以下のとおり

①公的年金等収入ー公的年金等控除額（別表 2）
②①を除く雑所得の収入金額－必要経費

（1）　所得の種類 
　所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた残額をいいます。税法上、所得は次の10種類
あります。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

＊

＊　土地、建物などの不動産の譲渡は、他の所得と区分し、特別の税率を適用して税額を計算します。
　（分離課税）

従業員

法人
役員等

退職所得控除
後の金額

３００万円以下 1/2 適用あり

1/2 適用なし 1/2 適用あり

1/2 適用なし 1/2 適用あり

３００万円超

金額制限なし

勤続年数 5 年
以下

勤続年数 5 年
超



所得金額調整控除について
　　給与等の収入が850万円を超えて、次の（１）～（３）のいずれかの要件を満たす場合は次の

所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
　（１）納税義務者が特別障害者に該当する。
　（２）22歳以下の扶養親族を有する。
　（３）特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する。

　　　所得金額調整控除額＝{給与の収入金額（上限1,000万円）ー850万円}×10％

(例) 給与収入が4,851,736円の場合
　ア　給与収入金額を4,000円で割り、小数点以下を切り捨てる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,851,736 ÷ 4,000 ＝ 1,212.934

　イ　端数整理後の給与収入金額を求める。  　4,000 × 1,212 ＝ 4,848,000
　ウ　イで求めた金額を給与収入Ａとし、次の計算式で給与所得を算出する。                                                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,848,000×80%－440,000＝ 3,438,400
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別表1

550,999円以下
551,000～1,618,999円

1,619,000～1,619,999円
1,620,000～1,621,999円
1,622,000～1,623,999円
1,624,000～1,627,999円
1,628,000～1,799,999円
1,800,000～3,599,999円
3,600,000～6,599,999円
6,600,000～8,499,999円

8,500,000円以上

0円
Ａ－550,000円

1,069,000円
1,070,000円
1,072,000円
1,074,000円

Ａ×60%+100,000円
Ａ×70%－80,000円

Ａ×80%－440,000円
Ａ×90%－1,100,000円

Ａ－1,950,000円

給与収入から給与所得への換算表

給与収入(Ａ) 給与所得

※4,000円
単位で端数を
切り捨て。



公的年金等の収入(Ａ)
1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下 2,000万円超

公的年金控除後の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

3,300,000円以下
3,300,001～
4,100,000円
4,100,001～
7,700,000円
7,700,001～
10,000,000円
10,000,000円超
1,300,000円以下
1,300,001～
4,100,000円
4,100,001～
7,700,000円
7,700,001円～
10,000,000円
10,000,000円超

Ａ－1,１00,000円
Ａ×75%－ 
275,000円
Ａ×85%－  
685,000円
Ａ×95%－
1,455,000円
Ａ－1,955,000円
Ａ－600,000円
Ａ×75%－  
275,000円
Ａ×85%－  
685,000円
Ａ×95%－  
1,455,000円
A－1,955,000円

Ａ－1,000,000円
Ａ×75%－  
175,000円
Ａ×85%－  
585,000円
Ａ×95%－
1,355,000円
Ａ－1,855,000円
Ａ－500,000円
Ａ×75%－  
175,000円
Ａ×85%－  
585,000円
Ａ×95%－  
1,355,000円
A－1,855,000円

Ａ－900,000円
Ａ×75%－  
75,000円
Ａ×85%－  
485,000円
Ａ×95%－
1,255,000円
Ａ－1,755,000円
Ａ－400,000円
Ａ×75%－  
75,000円
Ａ×85%－ 
 485,000円
Ａ×95%－  
1,255,000円
A－1,755,000円

65
歳
以
上

65
歳
未
満

別表2
　　公的年金等控除額の算出方法は、受給者の年齢が65歳以上、未満で異なり、次の表のとお

りになっています。

　　　　　※令和7年度課税における65歳以上とは
　　　　　　　　　65歳以上＝昭和35年1月1日以前に生まれた方

　　　所得金額調整控除について
　給与所得及び公的年金等雑所得があり、その合計金額が10万円を超える場合、所得金
額の計算の際に、所得金額調整控除として給与所得の金額から差し引きます。

　　　　所得金額調整控除額＝｛給与所得（上限10万円）＋公的年金等雑所得（上限10万円）｝－10万円

（2）　所得控除の種類
　住民税や所得税のように、個人の所得を課税対象にしている税金には、納税者個々の実情に応
じた税負担を求めるために収入金額から必要経費を差し引いた後、さらに一定の金額を控除する

「所得控除」の制度があります。
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5 地震保険料控除

前年中に支払った地震保険料の1/2（限度額 25,000円）
前年中に支払った旧長期損害保険料の額（支払った額が5,001円以上の場合は、
支払った額×1/2＋2,500円。限度額 10,000円）
上記の両方ある場合は、合わせて25,000円を限度とします。
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社会保険料控除

生命保険料控除

小規模企業共済
等 掛 金 控 除

4

2

3

生命保険料控除額は、次の(1)～(3)の控除額の合計額（限度額70,000円）
　「新契約」 …… 平成24年1月1日以後に締結した契約
　「旧契約」 …… 平成23年12月31日以前に締結した契約

(1)　前年中に一
般の生命保険料
を支払った場合

(2)　前年中に介
護医療保険料を
支払った場合

(3) 前年中に個人
年金保険料を支
払った場合

ア　新契約に
係るもの 控除額の計算方法は、以下の表Ａのとおり

イ　旧契約に
係るもの

新契約に係る
もの

　新契約と旧契約の両方ある場合の控除額は、次のいずれかを選
択することができます。
・新契約分の控除額（限度額28,000円）
・旧契約分の控除額（限度額35,000円）
・新契約分の控除額と旧契約分の控除額の合計額（限度額28,000

円）

控除額の計算方法は、以下の表Ｂのとおり

控除額の計算方法は、以下の表Ａのとおり

支払った額

支払った額前年中に掛金を支払った場合

前年中に国民健康保険、後期高
齢者医療保険、介護保険、国民年
金、厚生年金、雇用保険等の保険
料を支払った場合

ア　新契約に
係るもの 控除額の計算方法は、以下の表Ａのとおり

イ　旧契約に
係るもの

　新契約と旧契約の両方ある場合の控除額は、次のいずれかを選
択することができます。
・新契約分の控除額（限度額28,000円）
・旧契約分の控除額（限度額35,000円）
・新契約分の控除額と旧契約分の控除額の合計額（限度額28,000

円）

控除額の計算方法は、以下の表Ｂのとおり

表Ａ　　新契約に係る控除額
保険料支払額(a) 控除額
12,000円以下
12,001円
　　～32,000円
32,001円
　　～56,000円
56,001円以上

(a)の全額
(a)×1/2
　＋6,000円
(a)×1/4
　＋14,000円
28,000円

表Ｂ　　旧契約に係る控除額
保険料支払額(b) 控除額
15,000円以下
15,001円
　～40,000円
40,001円
　～70,000円
70,001円以上

(b)の全額
(b)×1/2
　＋7,500円
(b)×1/4
　＋17,500円
35,000円

医 療 費 控 除1

前年中に医療費の支払またはセ
ルフメディケーション税制の対象
となる医薬品等の購入があった
場合
※どちらか一方のみ

（18頁※1参照）

〈従来の医療費控除〉（実際に負担した医療費－保険
等の補填額）－10万円または所得の合計額の5％（所
得の合計額が 200 万円未満の場合）のいずれか少な
い額

〈セルフメディケーション税制〉（スイッチＯＴＣ医薬品
等購入費－保険等の補填額）－1万 2 千円

種　　類 要　　件 控　除　額



寡 婦 控 除
ひとり親 控 除

勤労学生控除

雑 損 控 除

基 礎 控 除

9

配偶者特別控除

障 害 者 控 除

8

10
11

12

13

14

本人の前年中の合計所得金額が
1,000万円以下で、配偶者の前年中
の合計所得金額が48万円以下の場
合

本人の前年中の合計所得金額が
1,000万円以下で、配偶者の前年
中の合計所得金額が48万円を超
え133万円以下の場合
本人や、扶養されている方（配偶
者・親族）に障害のある場合
(16歳未満の扶養親族を含む。)

※（）内は適用控除の種類
※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載のある方は対象外となります。
学生、生徒等で、年間所得が75万円
以下（利子・配当・不動産所得は10
万円以下）の場合

合計所得金額が2,400万円以下

合計所得金額が2,500万円超

合計所得金額が2,400万円超
2,450万円以下

合計所得金額が2,450万円超
2,500万円以下

前年中に災害・盗難などにより、資産
に損失を受けた場合（損失の金額－保
険などで補填された金額＝Ａ）

次のア、イのいずれか多い方の金額
　ア　Ａ－所得金額の10分の 1
　イ　Ａのうち災害関連支出の金額－5万円

7 配 偶 者 控 除

特別障害者
同居特別障害者
その他障害者

30万円
53万円
26万円

別表3をご参照ください。

26万円

43万円

29万円

15万円

0円

本人の
合計所得金額

本人の合計所得金額
配偶者関係

扶養親族あり

扶養親族なし

子あり
30万円

（ひとり親控除）
30万円

（ひとり親控除）
26万円

（寡婦控除）
26万円

（寡婦控除）

26万円
（寡婦控除）

30万円
（ひとり親控除）

子以外

扶養親族あり

本
人
が
女
性

本
人
が
男
性

500万円以下（500万円超は適用対象外）
死別 離別 未婚のひとり親

900万円まで 33万円 38万円

22万円 26万円

11万円 13万円

900万円超
～950万円
950万円超
～1,000万円

控除対象配偶者 老人控除対象
配偶者（70歳以上）

扶養親族なし

子あり 30万円
（ひとり親控除）

30万円
（ひとり親控除）

30万円
（ひとり親控除）

子以外

6 扶 養 控 除

納税者と生計を一にする16歳以上
の親族で、前年中の合計所得金額
が48万円以下（給与収入だけなら
給与収入103万円まで）の方を扶養
している場合に控除できます。
国外居住親族の扶養控除対象の条
件が変更されました。（１9頁※２参照）

一般扶養
老人扶養（70歳以上）
同居老親等（70歳以上の同居の
直系尊属）
特定扶養（19歳以上23歳未満）

33万円
38万円

45万円

45万円

種　　類 要　　件 控　除　額
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	39不服申し立て01
	40税の証明書01
	41税の証明書02
	42よくある質問
	43窓口に行けないときは01
	44窓口に行けないときは02
	45窓口に行けないときは03
	46中学生の税について
	47索引
	48索引
	01 みんなの区税（令和７年度版） - コピー.pdf
	00表紙


